
令 和 ４ 年
３月22日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
文
化
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
一
号

山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
（
第
二
条－

第
十
四
条
）

第
三
章

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
（
第
十
五
条－

第
十
九
条
）

第
四
章

山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
山
口
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
（
第
二
十
条－

第
二

十
二
条
）

第
五
章

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
及
び
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
（
第
二
十
三
条－

第
三
十
一
条
）

第
六
章

山
口
県
選
定
保
存
技
術
（
第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
四
条－

第
三
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四

十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
二
章

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財

（
指
定
の
申
請
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
に
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
、
拓
本
、
実
測
図
、
見
取
図
、
土
地
の
所
在
図
そ
の
他

参
考
と
な
る
資
料
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
員
数

二

所
在
の
場
所

三

所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

権
原
に
基
づ
く
占
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

構
造
、
形
式
、
品
質
、
形
状
、
寸
法
、
重
量
そ
の
他
の
特
徴

六

製
作
者

七

製
作
の
年
代
又
は
時
代

八

由
来
又
は
沿
革

九

保
存
管
理
の
状
況

十

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
指
定
の
同
意
）

第
三
条

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
し
た
者
は
、
文
化
財
指
定
同
意
書
（
別
記
第
一

号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
書
の
交
付
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
書
の
交
付
は
、
指
定
書
（
別
記
第
二
号
様
式
）
に

よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

指
定
書
に
記
載
す
る
員
数
に
細
目
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
細
目
並
び
に
構
造
及
び
形
式
又
は
寸

法
そ
の
他
の
特
徴
は
、
指
定
書
附
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
指
定
書
附
書
は
、
当
該
指
定
書
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
書
の
再
交
付
）

第
五
条

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
指
定
書
を
滅
失
し
、
損
傷
し
、

亡
失
し
、
又
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
は
、
指
定
書
再
交
付
申
請
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
を
知
事
に

提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
書
の
再
交
付
申

請
が
指
定
書
の
損
傷
に
係
る
と
き
は
、
申
請
の
際
当
該
指
定
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
管
理
責
任
者
の
選
任
等
の
届
出
）

第
六
条

条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
責
任
者
の
選
任
又
は
解
任
の
届
出
は
、
文
化
財
管

理
責
任
者
を
選
任
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
管
理
責
任
者
選
任
届
（
別
記
第
五
号
様
式
）
に
、

文
化
財
管
理
責
任
者
を
解
任
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
管
理
責
任
者
解
任
届
（
別
記
第
五
号
様

式
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
有
者
の
変
更
等
の
届
出
）

第
七
条

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
有
者
の
変
更
の
届
出
は
、
文
化
財
所
有
者
変
更
届

（
別
記
第
六
号
様
式
）
に
指
定
書
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
有
者
又
は
管
理
責
任
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所

の
変
更
の
届
出
は
、
文
化
財
所
有
者
氏
名
等
変
更
届
（
別
記
第
七
号
様
式
）
又
は
文
化
財
管
理
責
任

者
氏
名
等
変
更
届
（
別
記
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
の
変
更
が
所
有
者
に
係
る
と
き
は
、
届
出
の
際
指
定
書
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
団
体
指
定
の
同
意
）

第
八
条

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
し
た
者
は
、
文
化
財
管
理
団
体
指
定
同
意
書

（
別
記
第
八
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
滅
失
、
損
傷
等
の
届
出
）

第
九
条

条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
滅
失
、
損
傷
、
亡
失
又
は
盗
難
の
届
出
は
、
文
化
財
滅
失
等

届
（
別
記
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
滅
失
、
損
傷
、

亡
失
又
は
盗
難
の
届
出
が
文
化
財
の
損
傷
に
係
る
と
き
は
損
傷
の
状
態
を
示
す
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ

型
）
、
見
取
図
そ
の
他
損
傷
の
状
態
を
記
載
し
た
書
類
を
、
文
化
財
の
滅
失
に
係
る
と
き
は
指
定
書

を
届
出
の
際
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
在
の
場
所
の
変
更
の
届
出
）

第
十
条

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
所
在
の
場
所
の
変
更
の
届
出
は
、
文
化
財
所
在
場
所
変
更
届

（
別
記
第
十
号
様
式
）
に
指
定
書
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

条
例
第
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
所
在
の
場
所
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
を
要
し
な
い
場
合

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
行
う
管
理
又
は
修
理
の
た
め

に
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
て
行
う
措
置
の
た
め
に
所
在
の
場
所
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
て
行
う
修
理
の
た
め
に
所
在
の
場
所
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

四

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及

ぼ
す
行
為
の
た
め
に
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

五

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
行
う
修
理
の
た
め
に
所
在
の
場
所
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

六

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
て
行
う
出
品
又
は
公
開
の

た
め
に
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
所
在
の
場
所
の
変
更
が
三
十
日
を
超
え
な
い

と
き
（
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
た
め
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。

⚓

条
例
第
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
所
在
の
場
所
の
変
更
に
つ
い
て
、
所
在
の
場
所
を
変
更

し
た
後
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
場
合
は
、
災
害
に
際
し
所
在
の
場
所
を
変
更
す
る
場
合
そ

の
他
所
在
の
場
所
を
変
更
す
る
に
つ
い
て
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

⚔

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
所
在
の
場
所
を
変
更
し
た
後
二
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
現
状
変
更
等
の
許
可
申
請
）

第
十
一
条

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
許
可
申
請

者
」
と
い
う
。
）
は
、
文
化
財
現
状
変
更
等
許
可
申
請
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る

書
類
等
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
設
計
仕
様
書
及
び
設
計
図

二

現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
箇
所
の
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）

及
び
見
取
図

三

許
可
申
請
者
が
所
有
者
又
は
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
所
有
者
又
は

権
原
に
基
づ
く
占
有
者
の
承
諾
書

四

管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
許
可
申
請
者
が
管
理
責
任
者
又
は
管
理

団
体
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
の
意
見
書

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料

（
着
手
及
び
終
了
の
報
告
）

第
十
二
条

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
現
状
変

更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に
着
手
し
、
及
び
こ
れ
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の

旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
終
了
の
報
告
に
は
、
そ
の
結
果
を
示
す
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
及
び
見
取
図
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
維
持
の
措
置
の
範
囲
）

第
十
三
条

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
維
持
の
措
置
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
が
損
傷
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

二
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と
な
く
当
該
山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
を
そ
の
指
定
当
時
の
原
状
（
指
定
後
に
お
い
て
現
状
変
更

又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
す
る
こ
と
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
現
状

変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
終
了
時
の
現
状
）
に
復
す
る
と
き
。

二

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
が
損
傷
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
損
傷
の
拡
大
を
防
止
す
る

た
め
応
急
の
措
置
を
す
る
と
き
。

（
修
理
の
届
出
等
）

第
十
四
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
修
理
の
届
出
は
、
文
化
財
修
理
届
（
別
記
第
十
二

号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
当
該
修
理
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
十
日
前
ま
で
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
理
の
設
計
仕
様
書
及
び
設
計
図

二

修
理
を
し
よ
う
と
す
る
箇
所
の
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
及
び
見
取
図

三

修
理
し
よ
う
と
す
る
者
が
管
理
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
所
有
者
及
び
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
の

意
見
書

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料

⚒

前
項
の
文
化
財
修
理
届
又
は
書
類
等
に
記
載
し
、
又
は
表
示
し
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚓

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
者
は
、
届
出
に
係
る
修
理
が
終
了
し
た
と

き
は
、
そ
の
結
果
を
示
す
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
及
び
見
取
図
を
添
え
て
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財

（
指
定
等
の
申
請
）

第
十
五
条

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
若

し
く
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
追
加
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
に
技
芸
の
内
容
を
現
す
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
、
保
持
者
の
履
歴
書
そ
の
他
参
考
と

な
る
資
料
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

保
持
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
芸
名
又
は
雅
号
及
び
住
所
（
保
持
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
、
設
立
年
月
日
、
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
及
び
構
成
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所

及
び
経
歴
）

三

技
芸
の
内
容
（
音
楽
、
演
劇
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
無
形
文
化
財
に
あ
っ
て
は
、
使
用
楽
器
、

衣
装
、
曲
目
等
を
含
む
。
）

四

技
芸
の
由
来
又
は
沿
革

五

音
楽
、
演
劇
又
は
こ
れ
に
関
連
す
る
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
わ
れ
る
時
期
及
び
場

所

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
認
定
書
の
交
付
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
認
定
し
た
と
き

又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
追
加
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書

（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
を
当
該
保
持
者
又
は
保
持
団
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
書
の
再
交
付
）

第
十
七
条

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
認
定
を
受
け
た

も
の
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
追
加
認
定
を
受
け
た
も
の

は
、
認
定
書
を
滅
失
し
、
損
傷
し
、
亡
失
し
、
又
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
は
、
認
定
書
再
交
付
申
請

書
（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
認
定
書
の
再
交
付
申
請
が
認
定
書
の
損
傷
に
係
る
と
き
は
、
申
請
の
際
当
該
認
定

書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
書
の
返
付
）

第
十
八
条

条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
山
口
県
指
定
無
形

文
化
財
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
山
口
県
指

定
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
山
口
県
指
定
無
形

文
化
財
の
保
持
者
若
し
く
は
そ
の
相
続
人
又
は
保
持
団
体
の
代
表
者
（
保
持
団
体
が
解
散
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
で
あ
っ
た
者
）
は
、
速
や
か
に
当
該
認
定
書
を
知
事
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
保
持
者
の
氏
名
変
更
等
の
届
出
）

第
十
九
条

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

保
持
者
が
芸
名
又
は
雅
号
を
変
更
し
た
と
き
。

二

保
持
者
に
つ
い
て
そ
の
保
持
す
る
山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
心
身
の

故
障
が
生
じ
た
と
き
。

⚒

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
保
持
者
の
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
又
は
前
項
第

一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
保
持
者
氏
名
等
変
更
届
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
に
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
保
持
者
心
身
故
障
届
（
別
記
第
十
六
号
様
式
）

に
、
保
持
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
保
持
者
死
亡
届
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
に
、

保
持
団
体
の
名
称
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
保
持
団
体
名
称
等
変

更
届
（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
に
、
保
持
団
体
の
代
表
者
の
変
更
又
は
構
成
員
の
異
動
の
場
合
に

あ
っ
て
は
文
化
財
保
持
団
体
代
表
者
等
変
更
届
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
に
、
保
持
団
体
の
解
散

（
消
滅
を
含
む
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
文
化
財
保
持
団
体
解
散
届
（
別
記
第
二
十
号
様
式
）
に
認

定
書
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
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⚓

知
事
は
、
保
持
者
の
氏
名
の
変
更
又
は
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
の
届
出
、
保
持
団
体
の

名
称
の
変
更
の
届
出
又
は
保
持
団
体
の
代
表
者
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
書
を
書
き

替
え
て
当
該
保
持
者
又
は
保
持
団
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
山
口
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

（
指
定
の
申
請
）

第
二
十
条

条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
、
拓
本
、
実

測
図
、
見
取
図
、
土
地
の
所
在
図
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
員
数

二

所
在
の
場
所

三

所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

権
原
に
基
づ
く
占
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

構
造
、
形
状
、
形
式
、
寸
法
、
重
量
そ
の
他
の
特
徴

六

製
作
者

七

製
作
の
年
代
又
は
時
代

八

由
来
又
は
沿
革

九

保
存
管
理
の
状
況

十

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

⚒

第
十
五
条
の
規
定
は
、
山
口
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
現
状
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
一
条

条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
形
民
俗
文

化
財
現
状
変
更
等
届
（
別
記
第
二
十
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
設
計
仕
様
書
、
設
計
図
又
は
計
画
書

二

現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
箇
所
の
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）

及
び
見
取
図

三

届
出
者
が
所
有
者
又
は
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
所
有
者
又
は
権
原

に
基
づ
く
占
有
者
の
意
見
書

四

管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
届
出
者
が
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体

以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
の
意
見
書

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料

（
準
用
規
定
）

第
二
十
二
条

第
三
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
及
び
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物

（
指
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
、
位
置
図
、
見
取
図
、
土
地
の
所
在
図
そ
の

他
参
考
と
な
る
資
料
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

所
在
地

三

所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

権
原
に
基
づ
く
占
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

五

現
状
及
び
特
色

六

由
来
又
は
沿
革

七

保
存
管
理
の
状
況

八

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
標
識
）

第
二
十
四
条

条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
標
識
は
、
石
造
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
木
材
そ
の
他
石
材
以
外
の
材
料
を
も
っ
て
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

前
項
の
標
識
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
彫
り
、
又
は
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

一

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
、
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
の
別
及
び
名
称

二

山
口
県
の
文
字

三

指
定
年
月
日

（
説
明
板
）

第
二
十
五
条

条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
説
明
板
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
平
易

な
表
現
を
用
い
て
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

一

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
、
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
の
別
及
び
名
称

二

指
定
年
月
日

三

説
明
事
項

四

保
存
上
の
注
意
事
項

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

⚒

前
項
の
説
明
板
に
は
、
指
定
に
係
る
地
域
を
示
す
図
面
を
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
域

の
定
め
が
な
い
場
合
そ
の
他
特
に
地
域
を
示
す
必
要
の
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
境
界
標
）

第
二
十
六
条

条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
境
界
標
は
、
石
造
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

四
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と
す
る
。

⚒

前
項
の
境
界
標
は
、
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
角
以
上
の
四
角
柱
と
し
、
地
表
か
ら
の
高
さ
は
、
三

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
境
界
標
の
上
面
に
は
指
定
に
係
る
地
域
の
境
界
を
示
す
方
向
指
示
線
を
、
側
面
に
は
史

跡
境
界
、
名
勝
境
界
又
は
天
然
記
念
物
境
界
の
文
字
及
び
山
口
県
の
文
字
を
彫
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
等
の
形
状
等
）

第
二
十
七
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
標
識
、
説
明
板
及
び
境
界
標
の
形
状
、
員
数
、
設
置

場
所
そ
の
他
こ
れ
ら
の
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定

名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
の
管
理
の
た
め
必
要
な
程
度
に
お
い
て
、
環
境
に
調
和
す
る
よ

う
設
置
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
規
定
は
、
囲
さ
く
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
標
識
等
の
設
置
に
関
す
る
報
告
）

第
二
十
八
条

第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
標
識
、
説
明
板
、
境
界
標
、
囲

さ
く
そ
の
他
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
十
日
前
ま
で
に
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

一

設
置
場
所
を
示
す
図
面

二

工
事
計
画
書
（
設
計
図
及
び
仕
様
書
を
含
む
。
）

三

説
明
板
の
設
置
に
係
る
場
合
は
、
説
明
板
の
記
入
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
土
地
の
所
在
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
九
条

条
例
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
所
在
等
の
変
更
の
届
出
は
、
土
地
の
所
在
等
変

更
届
（
別
記
第
二
十
二
号
様
式
）
に
変
更
後
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
を
記
入
し
た
地
図
を

添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
維
持
の
措
置
の
範
囲
）

第
三
十
条

条
例
第
四
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
維
持
の
措
置
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
が
損
傷
し
、
又
は
衰
亡

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
当
該
山
口
県
指
定
史
跡
、
山

口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
を
そ
の
指
定
当
時
の
原
状
（
指
定
後
に
お
い
て
現

状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
す
る
こ
と
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
終
了
時
の
現
状
）
に
復
す
る
と
き
。

二

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
が
損
傷
し
、
又
は
衰
亡

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
損
傷
又
は
衰
亡
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
応
急
の
措
置
を
す
る

と
き
。

三

山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
の
一
部
が
損
傷
し
、
又

は
衰
亡
し
、
か
つ
、
当
該
部
分
の
復
旧
が
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分

を
除
去
す
る
と
き
。

（
準
用
規
定
）

第
三
十
一
条

第
三
条
、
第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
山
口
県
指
定
史

跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
及
び
山
口
県
指
定
天
然
記
念
物
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章

山
口
県
選
定
保
存
技
術

（
選
定
の
申
請
）

第
三
十
二
条

条
例
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
定
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
技
術
又
は
技
能
の
内
容
を

現
す
写
真
（
キ
ャ
ビ
ネ
型
）
、
保
持
者
の
履
歴
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
を
添
え
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

保
持
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
芸
名
又
は
雅
号
及
び
住
所
（
保
存
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
、
設
立
年
月
日
、
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
又
は
管
理
人
及
び
構
成
員
の
氏
名
、
生
年

月
日
、
住
所
及
び
経
歴
）

三

技
術
又
は
技
能
の
内
容

四

技
術
又
は
技
能
の
由
来
又
は
沿
革

五

保
存
の
措
置
を
必
要
と
す
る
理
由

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
準
用
規
定
）

第
三
十
三
条

第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
山
口
県
選
定
保
存
技
術
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
保
持
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
保
存
団
体
」
と
、
第

十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
代
表
者
」
と
あ
る
の
は
「
代
表
者
又
は
管
理
人
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
文
化
財
保
持
団
体
名
称
等
変
更
届
」
と
あ
る
の
は
「
文
化
財
保
存
団
体
名
称
等
変
更
届
」
と
、

「
文
化
財
保
持
団
体
代
表
者
等
変
更
届
」
と
あ
る
の
は
「
文
化
財
保
存
団
体
代
表
者
等
変
更
届
」

と
、
「
文
化
財
保
持
団
体
解
散
届
」
と
あ
る
の
は
「
文
化
財
保
存
団
体
解
散
届
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
七
章

雑
則

（
台
帳
）

第
三
十
四
条

知
事
は
、
文
化
財
の
種
別
ご
と
に
台
帳
を
備
え
、
必
要
な
事
項
を
登
記
す
る
も
の
と
す

る
。

⚒

前
項
の
台
帳
に
は
、
写
真
、
実
測
図
等
を
添
え
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
提
出
）

四
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第
三
十
五
条

条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
文
化
財
の
所
在
地

（
山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
、
山
口
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
及
び
山
口
県
選
定
保
存
技
術
に
あ
っ

て
は
、
保
持
者
の
住
所
地
又
は
保
持
団
体
若
し
く
は
保
存
団
体
の
事
務
所
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る

市
町
の
教
育
委
員
会
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
五
十
三
条
の
八

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
、
市
町
長
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

市
町
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
類
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
す
こ

と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
）

第
三
十
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
第
⚑
号
様
式
（
第
⚓
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
指
定
同
意
書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

同
意
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

有
形
文
化
財
山
口
県
指
定
有
形
文
化
財

私
の
所
有
（
占
有
）
す
る
下
記
の
有
形
民
俗
文
化
財
を
山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
に

記
念

物
山
口
県
指
定
史
跡
（
名
勝
・
天
然
記
念
物
）

第
４

条
第

１
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第
35条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
４
条
第
１

第
41条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
４
条
第
１

項項
の
規
定
に
よ
り
同
意
し
ま
す
。

項

記

１
名
称
及
び
員
数

２
所
在
の
場
所

六
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⟹表

何

第

号

指

定

書

割

印

名

称

員

数

構
造
及
び
形
式
又
は
寸
法
そ
の
他
の
特
徴

右
を
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
(昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
)に
基
づ
き
、

山
口
県
指
定
有
形
文
化
財

山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
し
ま
す
。

年

月

日

山
口
県
知
事

 

⟹裏

備
考

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

所

有

者

所
在
の
場
所

交
付
又
は
再
交
付

の

年

月

日

氏

名
（
名
称
）

住

所

所

有

者

所
在
の
場
所

変
更
の
年
月
日

氏

名
（
名
称
）

住

所

注

１

指
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
指
定
書
を
返
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２

次
の
場
合
に
は
、
こ
の
指
定
書
を
添
え
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

一

所
有
者
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

二

所
有
者
が
そ
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

三

所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
変
更
し
た
と
き
。

３

こ
の
指
定
書
は
、
汚
損
し
な
い
よ
う
大
切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

六
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備
考

１

指
定
書
附
書
が
二
枚
以
上
に
な
る
と
き
は
、
「
指
定
書
附
書
」
の
下
に
、
「
そ
の
一
」
、
「
そ
の

二
」
等
と
順
を
追
っ
て
記
載
す
る
。

２

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

何

第

号

指

定

書

附

書

割

印

名

称

員

数

員
数
の
細
目
並
び
に
構
造
及
び
形
式
又
は
寸
法
そ
の
他
の
特
徴

第
⚔
号
様
式
（
第
⚕
条
、
第
22条
関
係
）

添
付
書
類

盗
難
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
盗
難
届
出
証
明
書

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

指
定
書
再
交
付
申
請
書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
指
定
書
を
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
）
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
第

盗
み
取
ら
れ
た

第
５

条
22条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
年
月
日
及
び
場
所

４
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
理
由

５
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

八
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第
⚕
号
様
式
（
第
⚖
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
管
理
責
任
者
選
任
解
任
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
管
理
責
任
者
を
選
任
解
任
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

７
条

第
35条
に
お
い
て
準
用
す

第
41条
に
お
い
て
準
用
す

第
３

項
る
同
条
例
第
７
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

る
同
条
例
第
７
条
第
３
項

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
管
理
責
任
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

４
管
理
責
任
者
の
職
業
及
び
年
齢

５
選
任
解
任
の
年
月
日

６
選
任
解
任
の
理
由

７
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
⚖
号
様
式
（
第
⚗
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
所
有
者
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
所
有
者
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

８
条

第
35条
に
お
い
て
準
用
す

第
41条
に
お
い
て
準
用
す

第
１

項
る
同
条
例
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

る
同
条
例
第
８
条
第
１
項

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
旧
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

４
新
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

５
変
更
の
年
月
日

６
変
更
の
理
由

７
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

八
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第
⚗
号
様
式
（
第
⚗
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

添
付
書
類

１
住
所
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票

２
氏
名
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
抄
本

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
所
有
者

管
理
責
任
者
氏
名
等
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
氏
名
（
名
称
）

住
所
を
変
更
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

８
条

第
35条
に
お
い
て
準
用

第
41条
に
お
い
て
準
用

第
２

項
す
る
同
条
例
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

す
る
同
条
例
第
８
条
第
２
項

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
変
更
前
の
所
有
者

管
理
責
任
者
の
氏
名
（
名
称
）

住
所

４
変
更
後
の
所
有
者

管
理
責
任
者
の
氏
名
（
名
称
）

住
所

５
変
更
の
年
月
日

６
変
更
の
理
由

７
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
⚘
号
様
式
（
そ
の
⚑
）
（
第
⚘
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

２
こ
の
様
式
は
、
所
有
者
（
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
）
の
同
意
書
と
し
て
使
用
す
る
。

文
化
財
管
理
団
体
指
定
同
意
書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

同
意
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

私
の
所
有
（
占
有
）
す
る
下
記
の
山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
、
山
口
県
文

山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

山
口
県
指
定
史
跡
（
名
勝
・
天
然
記
念
物
）

第
９

条
第

１
項

化
財
保
護
条
例
第
35条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

を
管

第
41条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
９
条
第
１
項

理
団
体
に
指
定
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

一
〇

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
⚘
号
様
式
（
そ
の
⚒
）
（
第
⚘
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
１
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

２
こ
の
様
式
は
、
市
町
そ
の
他
の
法
人
の
同
意
書
と
し
て
使
用
す
る
。

文
化
財
管
理
団
体
指
定
同
意
書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

同
意
者
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

代
表
者
の
氏
名

（
電
話

局
番
）

の
所
有
（
占
有
）
す
る
下
記
の
山
口
県
指
定
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
、
山

山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

山
口
県
指
定
史
跡
（
名
勝
・
天
然
記
念
物
）

第
９

条
第

１
項

口
県
文
化
財
保
護
条
例
第
35条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

第
41条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
９
条
第
１
項

を
管
理
団
体
に
指
定
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

第
⚙
号
様
式
（
第
⚙
条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

添
付
書
類

盗
難
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
盗
難
届
出
証
明
書

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化

財
滅

失
等

届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
）
し
た

盗
み
取
ら
れ
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

12
第
35条
に
お
い
て
準
用

第
41条
に
お
い
て
準
用

条
す
る
同
条
例
第
12条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

す
る
同
条
例
第
12条

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

４
管
理
責
任
者

管
理
団
体
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

５
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
事
実
の
発
生
の
日
時
及
び
場
所

６
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
事
実
の
発
生
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況

７
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
原
因
並
び
に
損
傷
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所
及
び
程
度

８
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
事
実
の
発
見
の
日
時
及
び
場
所

９
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
事
実
の
発
見
後
の
措
置

10
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
〇

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

一
一

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
10号
様
式
（
第
10条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
所
在
場
所
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
所
在
の
場
所
を
変
更
し
た
い

し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

13
第
35条
に
お
い
て
準
用

第
41条
に
お
い
て
準
用

条
す
る
同
条
例
第
13条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

す
る
同
条
例
第
13条

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

４
管
理
責
任
者

管
理
団
体
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

５
現
在
の
所
在
の
場
所

６
変
更
後
の
所
在
の
場
所

７
変
更
し
よ
う
と
す
る

し
た
年
月
日

８
変
更
し
よ
う
と
す
る

し
た
理
由

９
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
11号
様
式
（
第
11条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
現
状
変
更
等
許
可
申
請
書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
に
よ
り
山
口
県
指
定
有
形
文
化
財

山
口
県
指
定
史
跡
（
名
勝
・
天
然
記
念
物
）
の
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
許
可
を
受

け
た
い
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第
19
条
第
１
項

第
40条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
所
在
の
場
所

４
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

５
占
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

６
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

７
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
必
要
と
す
る
理
由

８
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
内
容
及
び
実
施
の
方
法

９
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
た
め
所
在
の
場
所
を
変
更
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
所
在
の
場
所
並

び
に
当
該
行
為
の
終
了
後
復
す
べ
き
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
時
期

10
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
着
手
及
び
終
了
の
予
定
時
期

11
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に
係
る
工
事
そ
の
他
の
行
為
の
施
行
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

12
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
二

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
12号
様
式
（
第
14条
、
第
22条
、
第
31条
関
係
）

注
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
は
、
山
口
県
指
定
史
跡
、
山
口
県
指
定
名
勝
又
は
山
口
県
指
定
天
然
記

念
物
に
あ
っ
て
は
、
指
定
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化

財
修

理
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
に
よ
り
修
理
し
た
い
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

20
条

第
１

第
35条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
20

第
41条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
20

項
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

条
第
１
項

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
所
在
の
場
所

４
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

５
占
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

６
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

７
修
理
を
必
要
と
す
る
理
由

８
修
理
の
内
容
及
び
方
法

９
修
理
の
た
め
に
所
在
の
場
所
を
変
更
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
所
在
の
場
所
並
び
に
修
理
の
終
了
後

復
す
べ
き
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
時
期

10
修
理
の
着
手
及
び
終
了
の
予
定
時
期

11
修
理
に
係
る
工
事
そ
の
他
の
行
為
の
施
行
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

12
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

⟹表

何

第

号

認

定

書

割

印

様

（
芸
名
・
雅
号
）

生

年

月

日

右
を
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
(昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
)に
基
づ
き
、

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財

山
口
県
選
定
保
存
技
術
の
保
持
者
と
し
て
認
定
し
ま
す
。

年

月

日

山
口
県
知
事

 

一
二

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

一
三

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

第13号様式（その⚑）（第16条－第19条、第33条関係）



⟹裏

備
考

１

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

２

こ
の
様
式
は
、
保
持
者
の
認
定
書
と
し
て
使
用
す
る
。

交
付
の
年
月
日

再
交
付
の
年
月
日

書
替
交
付
の
年
月
日

住

所

変

更

年

月

日

注

１

次
の
場
合
に
は
、
こ
の
認
定
書
を
返
付
し
て
く
だ
さ
い
。

一

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

二

山
口
県
選
定
保
存
技
術
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
選
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

三

認
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

２

保
持
者
が
住
所
、
氏
名
、
芸
名
又
は
雅
号
を
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
の
認
定
書
を
添
え
て
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

⟹表

何

第

号

認

定

書

割

印

様

（
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名
）

右
を
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
(昭
和
四
十
年
山
口
県
条
例
第
十
号
)に
基
づ
き
、

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財

保
持
団
体

山
口
県
選
定
保
存
技
術
の
保
存
団
体
と
し
て
認
定
し
ま
す
。

年

月

日

山
口
県
知
事

 

一
四

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

第13号様式（その⚒）（第16条－第19条、第33条関係）



⟹裏

備
考

１

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

２

こ
の
様
式
は
、
保
持
団
体
又
は
保
存
団
体
の
認
定
書
と
し
て
使
用
す
る
。

交
付
の
年
月
日

再
交
付
の
年
月
日

書
替
交
付
の
年
月
日

事

務

所

の

所

在

地

変

更

年

月

日

注

１

次
の
場
合
に
は
、
こ
の
認
定
書
を
返
付
し
て
く
だ
さ
い
。

一

山
口
県
指
定
無
形
文
化
財
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

二

山
口
県
選
定
保
存
技
術
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
選
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

三

認
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

２

保
持
団
体
又
は
保
存
団
体
が
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
、
又
は
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
を
変
更

し
た
と
き
は
、
こ
の
認
定
書
を
添
え
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

第
14号
様
式
（
第
17条
、
第
33条
関
係
）

添
付
書
類

盗
難
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
盗
難
届
出
証
明
書

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

認
定
書
再
交
付
申
請
書

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
氏

名（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
認
定
書
を
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
）
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
第

盗
み
取
ら
れ
た

第
17

条
33条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
17条
の
規
定
に
よ
り
、
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
年
月
日
及
び
場
所

４
滅
失
（
損
傷
・
亡
失
・
盗
難
）
の
理
由

５
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
四

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

一
五

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
15号
様
式
（
第
19条
、
第
33条
関
係
）

添
付
書
類

１
住
所
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票

２
氏
名
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
抄
本

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
保
持
者
氏
名
等
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
氏

名（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
氏
名
（
芸
名
・
雅
号
・
住
所
）
を
変
更
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第第
44条

28
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
28条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
変
更
前
の
氏
名
（
芸
名
・
雅
号
・
住
所
）

４
変
更
後
の
氏
名
（
芸
名
・
雅
号
・
住
所
）

５
変
更
の
年
月
日

６
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
16号
様
式
（
第
19条
、
第
33条
関
係
）

添
付
書
類

医
師
の
診
断
書

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
保
持
者
心
身
故
障
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
氏

名（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
保
持
者
が
心
身
の
故
障
を
生
じ
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第第
44条
に
お
い
て

28
条

準
用
す
る
同
条
例
第
28条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
保
持
者
の
氏
名
及
び
住
所

４
心
身
の
故
障
の
生
じ
た
年
月
日

５
心
身
の
故
障
の
状
況

６
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
六

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
17号
様
式
（
第
19条
、
第
33条
関
係
）

添
付
書
類

死
亡
の
事
実
を
証
明
す
る
戸
籍
抄
本

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
保
持
者
死
亡
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所
氏

名
（
保
持
者
と
の
続
柄
）

（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
保
持
者
が
死
亡
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第

28
第
44条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
条
例
第
28条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
保
持
者
の
氏
名
及
び
住
所

４
死
亡
の
年
月
日

５
死
亡
の
理
由

６
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
18号
様
式
（
第
19条
、
第
33条
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
保
持
団
体

保
存
団
体
名
称
等
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
事
務
所
の
所
在
地

名
称

代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名

（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
保
持
団
体

保
存
団
体
の
名

称
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第第
44条

28
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
28条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
変
更
前
の
保
持
団
体

保
存
団
体
の
名

称
事
務
所
の
所
在
地

４
変
更
後
の
保
持
団
体

保
存
団
体
の
名

称
事
務
所
の
所
在
地

５
変
更
の
年
月
日

６
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
六

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

一
七

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
19号
様
式
（
第
19条
、
第
33条
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
保
持
団
体

保
存
団
体
代
表
者
等
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
事
務
所
の
所
在
地

名
称

代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名

（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
保
持
団
体

保
存
団
体
の
代
表
者
（
管
理
人
）

構
成

員
を
変
更
（
異
動
）
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護

第
28

条
条
例
第
44条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
28条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
保
持
団
体

保
存
団
体
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

４
旧
代
表
者
（
旧
管
理
人
）

旧
構

成
員
の
氏
名
及
び
住
所

５
新
代
表
者
（
新
管
理
人
）

新
構

成
員
の
氏
名
及
び
住
所

６
新
代
表
者
（
新
管
理
人
）

新
構

成
員
の
生
年
月
日
及
び
経
歴

７
変
更
（
異
動
）
の
年
月
日

８
変
更
（
異
動
）
の
理
由

９
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
20号
様
式
（
第
19条
、
第
33条
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

文
化
財
保
持
団
体

保
存
団
体
解
散
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
事
務
所
の
所
在
地

名
称

代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名

（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
保
持
団
体

保
存
団
体
が
解
散
（
消
滅
）
し
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護
条
例
第第
44条
に
お
い
て

28
条

準
用
す
る
同
条
例
第
28条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
名

称

２
認
定
書
の
記
号
番
号
及
び
認
定
年
月
日

３
保
持
団
体

保
存
団
体
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

４
解
散
（
消
滅
）
の
年
月
日

５
解
散
（
消
滅
）
の
理
由

６
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
八

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



第
21号
様
式
（
第
21条
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

有
形
民
俗
文
化
財
現
状
変
更
等
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
に
よ
り
山
口
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
の
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
た
い
の
で
、
山
口
県

文
化
財
保
護
条
例
第
34条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
種
別
、
名
称
及
び
員
数

２
指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日

３
所
在
の
場
所

４
所
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

５
占
有
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

６
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

７
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
必
要
と
す
る
理
由

８
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
内
容
及
び
実
施
の
方
法

９
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
た
め
所
在
の
場
所
を
変
更
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
所
在
の
場
所
並

び
に
当
該
行
為
の
終
了
後
復
す
べ
き
所
在
の
場
所
及
び
そ
の
時
期

10
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
着
手
及
び
終
了
の
予
定
時
期

11
現

状
の

変
更

保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に
係
る
工
事
そ
の
他
の
行
為
の
施
行
者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
住
所

12
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
22号
様
式
（
第
29条
関
係
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

土
地
の
所
在
等
変
更
届

年
月

日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

届
出
者
住

所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

）
氏

名（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

）
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
土
地
の
所
在
（
地
番
・
地
目
・
地
積
）
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
山
口
県
文
化
財
保
護

条
例
第
40条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
種
別
及
び
名
称

２
指
定
年
月
日

３
変
更
前
の
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

４
変
更
後
の
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

５
変
更
の
年
月
日

６
変
更
の
理
由

７
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

一
八

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）

一
九

山 口 県 報令和４年３月22日 火曜日 （号 外−12）



令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
三
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


